
議案第４９号

渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。

令和８年３月２３日提出

渋川市長 星 名 建 市

渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例

渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年渋

川市条例第４３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「４３５，０００円」を「４７０，０００円」に改め、同

条第２号中「３９０，０００円」を「４４０，０００円」に改め、同条第３

号中「３６５，０００円」を「４２０，０００円」に改め、同条第４号中「

３６０，０００円」を「４１０，０００円」に改め、同号を同条第５号とし

、同条第３号の次に次の１号を加える。

（４） 議員（常任副委員長及び議会運営副委員長） 月額 ４１５，０

００円

第３条第１項中「及び議会運営委員長」を「、議会運営委員長、常任副委

員長及び議会運営副委員長」に、「日割」を「日割り」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

理 由

議員報酬の額を改定するため、所要の改正をしようとするものである。



渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（議員報酬） （議員報酬）

第２条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。 第２条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

（１） 議長 月額 ４７０，０００円 （１） 議長 月額 ４３５，０００円

（２） 副議長 月額 ４４０，０００円 （２） 副議長 月額 ３９０，０００円

（３） 議員（常任委員長及び議会運営委員長） 月額 ４２０，０００ （３） 議員（常任委員長及び議会運営委員長） 月額 ３６５，０００

円 円

（４） 議員（常任副委員長及び議会運営副委員長） 月額 ４１５，０

００円

（５） 議員 月額 ４１０，０００円 （４） 議員 月額 ３６０，０００円

第３条 議員報酬は、月の中途において就職（議長、副議長、常任委員長、 第３条 議員報酬は、月の中途において就職（議長、副議長、常任委員長及

議会運営委員長、常任副委員長及び議会運営副委員長にあっては就任）し び議会運営委員長 にあっては就任）し

たときは、その職についた日から日割りにより支給し、任期満了、辞職、 たときは、その職についた日から日割 により支給し、任期満了、辞職、

失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議 失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議

員報酬を支給する。 員報酬を支給する。

２・３ （略） ２・３ （略）
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